
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弁ケーシング 内の入口 と出口 との間の流路 位置で、流
体の流量に応じて流路 を開放し、流量がゼロになると弁座 に当接して流路

を閉鎖する弁体 を備えたスイング逆止め弁において、
弁体 を、本体部 と、該本体部 より流路に対する閉鎖面積割

合の小さい可動部 と 構成し、前記可動部 を、弁座 に当
接している本体部 に対して、揺動可能に配設するようにしたことを特徴とするス
イング逆止め弁。
【請求項２】
　可動部 を、流路 を閉鎖する方向に付勢する付勢手段 を配設す
るようにしたことを特徴とする請求項１記載のスイング逆止め弁。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ＬＮＧプラントや化学プラント等において、各種流体の輸送用配管の途中に
配設して使用されるスイング逆止め弁に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　ＬＮＧプラントや化学プラント等において、各種流体の輸送用配管の途中に配設して、

10

20

JP 3997297 B2 2007.10.24

（１） （１ａ） （１ｂ） （１ｃ）
（１ｃ） （２）

（１ｃ） （４） １つの弁座（２）に
対する （４） （４ａ） （４ａ）

（４ｂ） に分割して （４ｂ） （２）
（４ａ）

（４ｂ） （１ｃ） （４ｄ）



流体の逆流を防いで一方向にだけ流すようにする目的で使用される逆止め弁として、構造
が簡易で故障が少なく、耐久性を有するとの理由から、弁ケーシング内の入口と出口との
間の流路位置で、流体の流量に応じて流路を開放し、流量がゼロになると自重で弁座に当
接して流路を閉鎖する弁体を備えたスイング逆止め弁が汎用されている。
【０００３】
　このスイング逆止め弁は、図２にその一例を示すように、弁ケーシング１内の入口１ａ
と出口１ｂとの間に位置する流路１ｃの入口１ａ側に、弁座２を出口１ｂ側へ向けて斜め
上向きに形成するとともに、この弁座２の上方部に、流体の流通方向と直角に支軸３を支
持し、この支軸３に、揺動可能に弁体４を、弁体ホルダー５を介して、軸支するように構
成されている。
【０００４】
　これにより、スイング逆止め弁は、弁体４が、流体の流量に応じて、流通する流体の圧
力によって弁座２から離れて上方へ押し上げられるようになって流路１ｃを開放し、逆に
、流体の流量がゼロになると自重で弁座２に当接して流路１ｃを閉鎖するように動作する
。
【０００５】
　このような構造のスイング逆止め弁では、上述のように、入口１ａ側から出口１ｂ側へ
向かう流体の流れで弁体４が弁座２から離れて上方へ押し上げられるようになって流路１
ｃが開放されるが、このとき、弁体４を押し上げようとする流通する流体の圧力のモーメ
ントと、弁体４を閉じようとする弁体４の自重のモーメントが、弁体４のある開度以下で
バランスしたり、変動したりすると、弁座２に対して弁体４が接触したり離れたりし、そ
の際に、激しい衝撃音が発生する。
　この現象が、所謂チャタリング現象であるが、このチャタリング現象により、弁体４等
が疲労して破損事故等を引き起こし、構造が簡易で故障が少なく、耐久性を有するという
スイング逆止め弁の特長が損なわれることとなっていた。
【０００６】
　ところで、上記チャタリング現象は、小流量と微小の脈動が競合して生ずるものと推測
され、通常、弁体４の開度が１０°程度以下のときに発生し易い傾向があるといわれてい
る。
【０００７】
　チャタリング防止対策としては、弁体４を押し上げようとする流通する流体の圧力のモ
ーメントと、弁体４を閉じようとする弁体４の自重のモーメントが、弁体４のある開度以
下でバランスしたり、変動したりしないようにすることが必要であり、具体的には、（１
）流体の流量を多くして、弁体４を流通する流体の圧力によって弁座２から離れて大きく
上方へ押し上げられるようにしたり、（２）弁体４を軽量化することにより、流体の流量
が少なくても、弁体４を流通する流体の圧力によって弁座２から離れて大きく上方へ押し
上げられるようにすること等が考えられる。
【０００８】
　しかしながら、上記（１）の対策は、想定した以上に流体の流量を多くすることは、受
入側の要求に合わない場合が多く、また、上記（２）の対策は、軽量化の度合いによって
は、開側の受け座（ストッパ）と弁体４がチャタリングを起すことがある等の問題があっ
た。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明は、上記従来のスイング逆止め弁の有する問題点に鑑み、小流量と微小の脈動が
競合するような場合であっても、チャタリング現象の発生を確実に防止することができる
スイング逆止め弁を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明のスイング逆止め弁は、弁ケーシング内の入口と出口
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との間の流路位置で、流体の流量に応じて流路を開放し、流量がゼロになると弁座に当接
して流路を閉鎖する弁体を備えたスイング逆止め弁において、 弁体を
、本体部と、該本体部より流路に対する閉鎖面積割合の小さい可動部と 構成し
、前記可動部を、弁座に当接している本体部に対して、揺動可能に配設するようにしたこ
とを特徴とする。
【００１１】
　このスイング逆止め弁は、 弁体を、本体部と、この本体部より流路
に対する閉鎖面積割合の小さい可動部と 構成し、この可動部を、弁座に当接し
ている本体部に対して、揺動可能に配設するようにしているので、小流量と微小の脈動が
競合し、通常のスイング逆止め弁であればチャタリング現象が発生するような条件下にお
いても、弁体の本体部より流路に対する閉鎖面積割合の小さい可動部のみを弁座から大き
く離れるように上方へ押し上げて開放することにより、流体を流通させることができ、チ
ャタリング現象の発生を確実に防止することができる。
【００１２】
　この場合において、可動部を、流路を閉鎖する方向に付勢する付勢手段を配設するよう
にすることができる。
【００１３】
　これにより、流量がゼロの場合に、可動部を弁座に確実に当接させることができ、流路
を確実に閉鎖することができる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明のスイング逆止め弁の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００１５】
　図１に、本発明のスイング逆止め弁の一実施例を示す（図は、弁体のみを示している。
）。
【００１６】
　この図１に示す弁体４は、図２に示した従来のスイング逆止め弁と同様、弁ケーシング
１内の入口１ａと出口１ｂとの間に位置する流路１ｃの入口１ａ側に、弁座２を出口１ｂ
側へ向けて斜め上向きに形成するとともに、この弁座２の上方部に、流体の流通方向と直
角に支軸３を支持し、この支軸３に、揺動可能に弁体４を、弁体ホルダー５を介して、軸
支する基本構成を備えたスイング逆止め弁に適用される。
　このため、本発明のスイング逆止め弁は、新規にスイング逆止め弁を製造する場合はも
ちろん、既存のスイング逆止め弁の場合であっても、弁体のみを取り替えることにより容
易に適用することができるものである。
【００１７】
　ところで、この弁体４は、本体部４ａと、この本体部４ａより流路１ｃに対する閉鎖面
積割合の小さい可動部４ｂとで構成し、この可動部４ｂを、自重で（又は他の任意の付勢
手段により）弁座２に当接している本体部４ａに対して、ヒンジ４ｃを介して、揺動可能
に配設するようにしている。
【００１８】
　この場合、可動部４ｂの流路１ｃに対する閉鎖面積割合は、小流量と微小の脈動が競合
し、通常のスイング逆止め弁であればチャタリング現象が発生するような条件下において
も、可動部４ｂのみを開放して流体を流通させることにより、可動部４ｂが弁座２から大
きく離れて上方へ押し上げられるように、このスイング逆止め弁を適用する設備や装置に
対応して設定するようにする。
　そして、可動部４ｂの流路１ｃに対する閉鎖面積割合は、より具体的には、特に限定さ
れるものではないが、流路１ｃの面積の数％～３０％程度に設定することができ、弁体４
の構造上、その割合は、大きな自由度を以て設定することができ、設備や装置に対するス
イング逆止め弁の汎用性を高めることができる。
　なお、本実施例においは、弁体４の本体部４ａと可動部４ｂの接合部分を肉厚に形成し
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、流路１ｃの閉鎖時の弁体４の本体部４ａと可動部４ｂの接合部の密閉性を向上するよう
にしている。
【００１９】
　また、弁体４の本体部４ａと可動部４ｂを連結するヒンジ４ｃ部分には、可動部４ｂを
流路１ｃを閉鎖する方向に付勢する付勢手段としてのねじりばね４ｄを配設することがで
きる。
　これにより、流量がゼロの場合に、可動部４ｂを弁座２に確実に当接させることができ
、流路１ｃを確実に閉鎖することができるものとなる。
　なお、可動部４ｂを流路１ｃを閉鎖する方向に付勢する付勢手段の有無にかかわらず、
流路１ｃを流通する流体の流量に応じて、まず、弁体４の可動部４ｂが開放され、その後
、本体部４ａが開放されるように、弁体４の本体部４ａ及び可動部４ｂの重量、付勢手段
としてのねじりばね４ｄの付勢力等を設定するようにする。
【００２０】
　このスイング逆止め弁は、弁体４を、本体部４ａと、この本体部４ａより流路１ｃに対
する閉鎖面積割合の小さい可動部４ｂとで構成し、この可動部４ｂを、弁座２に当接して
いる本体部４ａに対して、揺動可能に配設するようにしているので、小流量と微小の脈動
が競合し、通常のスイング逆止め弁であればチャタリング現象が発生するような条件下に
おいても、弁体４の本体部４ａより流路１ｃに対する閉鎖面積割合の小さい可動部４ｂの
みを弁座２から大きく離れるように上方へ押し上げて開放することにより、流体を流通さ
せることができ、これにより、チャタリング現象の発生を確実に防止することができるも
のとなる。
【００２１】
　以上、本発明のスイング逆止め弁の一実施例について説明したが、本発明のスイング逆
止め弁は、この実施例の構成に限定されるものではなく、例えば、（１）弁体４の可動部
４ｂを流路１ｃを閉鎖する方向に付勢する付勢手段としてのねじりばね４ｄに代えて、圧
縮ばねを用いる構成にしたり、（２）付勢手段自体を省略して、流量がゼロになると、弁
体４の可動部４ｂが、自重で弁座２に当接して流路１ｃを閉鎖する構成にしたり、（３）
弁体４の本体部４ａと可動部４ｂの連結構造に、可動部４ｂが本体部４ａに対して揺動可
能となる他の任意の連結構造を採用する等、本発明のスイング逆止め弁の構成は、その趣
旨を逸脱しない範囲において適宜に変更することが可能である。
【００２２】
【発明の効果】
　本発明のスイング逆止め弁によれば、 弁体を、本体部と、この本体
部より流路に対する閉鎖面積割合の小さい可動部と 構成し、この可動部を、弁
座に当接している本体部に対して、揺動可能に配設するようにしているので、小流量と微
小の脈動が競合し、通常のスイング逆止め弁であればチャタリング現象が発生するような
条件下においても、弁体の本体部より流路に対する閉鎖面積割合の小さい可動部のみを弁
座から大きく離れるように上方へ押し上げて開放することにより、流体を流通させること
ができ、チャタリング現象の発生を確実に防止することができる。
　これによって、チャタリング現象による弁体等の疲労に起因する破損事故等を未然に防
止することができ、構造が簡易で故障が少なく、耐久性を有するというスイング逆止め弁
の特長を有効に生かすことができる。
【００２３】
　また、可動部を、流路を閉鎖する方向に付勢する付勢手段を配設するようにすることに
より、流量がゼロの場合に、可動部を弁座に確実に当接させることができ、流路を確実に
閉鎖することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明のスイング逆止め弁の一実施例を示し、（ａ）は弁体の断面図、（ｂ）
はその背面図である。
【図２】　従来のスイング逆止め弁の一例を示し、（ａ）は全体の断面図、（ｂ）は支軸
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を含む面の断面図である。
【符号の説明】
　１　　弁ケーシング
　１ａ　入口
　１ｂ　出口
　１ｃ　流路
　２　　弁座
　３　　支軸
　４　　弁体
　４ａ　本体部
　４ｂ　可動部
　４ｃ　ヒンジ
　４ｄ　付勢手段（ねじりばね）
　５　　弁体ホルダー

10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(5) JP 3997297 B2 2007.10.24



フロントページの続き

(56)参考文献  特開昭５４－１３９１２０（ＪＰ，Ａ）
              実開昭５４－５０８２６（ＪＰ，Ｕ）
              実開平２－１１０７７１（ＪＰ，Ｕ）
              特公昭４８－３６５３１（ＪＰ，Ｂ１）
              実公昭４０－１５７３９（ＪＰ，Ｙ１）

(6) JP 3997297 B2 2007.10.24


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

